
単位加算内容

総単位数の9.2％

介護職員の処遇改善のためにいただく費用です。
（従来の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処
遇
　改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算が
　一本化された新加算になります。）

要支援2

22／日（単位）

　介護職員等処遇改善加算
　　　　　（Ⅰ）

介護職員の総数のうち70％以上が介護福祉士の資格
を有する、もしくは勤続10年以上の介護福祉士が
25％以上を有することでいただく費用です。

介護保険

＊基本チェックリスト該当者は、利用頻度に応じて上記のいずれかにとなります。

＊利用回数により、基本サービス費は日額または月額のいずれかとなります。

基本サービス費　日額

基本サービス費　月額

436／回(月3回まで）

1,798／月（月４回以上）

447／回（月7回まで）

3,621／月（月８回以上）

通所介護・介護予防通所介護相当サービス

デイサービスセンター向陽園　料金表

要支援１ 要支援２

　　 令和6年6月１日現在

◎介護予防通所介護相当サービス費に関する利用単位　

②体制加算

＊料金の計算過程における端数処理により、実際の請求金額と若干異なる場合がございます。

要支援1

　サービス提供体制強化加算
　　　　　（Ⅰ）

加算種類

 88/月（単位）

 176/月（単位）

658 777 900 1,023

要介護４要介護３

＊新潟市の地域区分が７級地のため、介護報酬単価は１単位＝10.14円にて算出します。

◎介護保険給付に関する利用単位（サービス提供時間7時間以上8時間未満の単価です）

①基本サービス費

1,148

　　　 要介護１ 要介護２ 要介護５

基本サービス費

：定められた基準を満たすことで加算されます

＊サービス提供体制強化加算については、職員の配置状況に応じ、随時変更される場合がございます。

＊上記加算は区分支給限度額の算定対象から除外されます。

認定区分

内 容

認定区分

内 容



個別機能訓練加算Ⅱ

算定している加算に〇がついています。（介護給付：要介護1～5　　予防給付：要支援1・2・事業対象
者）

Ⅰ：100／月

Ⅱ：200／月

（単位）

運動器機能向上加算

（予防給付）

（介護給付）

個別機能訓練加算Ⅰ
（イ）

利用者の総数が１０名以上であり、定期的に機能の評価を実施
し、利用者の日常生活動作の維持・改善が一定水準を超えた場
合に頂く加算です。

ＡDL維持加算（Ⅰ）の要件を満たし、測定した値が規定以上で
あることでいただく費用です。

／（Ⅱ）

（介護給付）

（介護給付）

（介護給付）

（介護給付）

（介護給付）

○

○
個別機能訓練加算Ⅰ
（ロ）

加算内容 単位

生活機能向上グルー
プ活動加算

（予防給付）

（介護給付）

（介護給付）

加算種類

入浴介助加算（Ⅱ）

専ら機能訓練指導員を１名以上配置し、運動機能向上計画をも
とにサービスを提供し、定期的にご利用者の能力の把握（体力
測定等）を行うことでいただく費用です。
　※他の加算と併せて頂くことはできません。

入浴介助加算（Ⅰ）

認知症加算

生活機能向上連携加
算
（Ⅰ）／（Ⅱ）

中重度者ケア体制加
算

要介護３から５の中重度のご利用者が全体の３割以上利用して
おり、サービス提供時間に常勤専従の看護師を1名以上配置し、
基準以上に常勤換算で２以上の看護、介護職員を配置している
ことで頂く費用です。

（介護給付）

当該職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して、機能
訓練のマネジメントをする場合にいただく費用です。

　※（Ⅱ）は3ヶ月に1回まで。

認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上のご利用者が全体の２割
以上利用しており、認知症ケア専門の資格を有した職員を確保
し、基準以上に常勤換算で２以上看護、介護職員を配置してい
ることで頂く費用です。

生活機能(※衣食住の家事活動）向上の目標を設定した介護予防通所計
画をもとに、グループで週一回以上の活動を支援することで頂く費用
です。他の加算と併せて頂く事はできません。
※衣…アイロンやミシン等の操作、衣服の手入れ。　食…献立作り、
調理器具の操作、調理。住…掃除道具の操作、ガーデニング。その
他、健康ノート、日記の記載。

100／月
（単位）

機能訓練指導員等が居宅環境・ニーズを把握し、多職種共同で
訓練計画を作成する。また複数の訓練項目を少人数で実施し、
進捗状況の報告、見直し、評価を行った際に頂く費用です。

入浴された際にいただく費用です。

医師等と連携のもと個別の入浴計画をし、自宅に近い環境で入
浴介助
を実施した際にいただく費用です。

225／月
（単位）

４０／日
（単位）

６０／日
（単位）

76／日
（単位）

個別機能訓練加算（Ⅰ）イの算定用件に加え、サービス提供時
間帯に機能訓練指導員等を１名以上配置することでいただく費
用です。

個別機能訓練加算Ⅰを実施したうえで、その内容を厚生労働省
に提出し、フィードバックを受けていることで頂く費用です。

２０／月
（単位）

５６／日
（単位）

４５／日
（単位）

６０／月
（単位）

５５／日
（単位）

３０／月
（単位）

③各種加算

○

ＡＤＬ維持加算（Ⅰ）

：対象者の方に基準に従いサービスを提供した場合に加算されます。



☆制度改正等により利用料金等に変更があった場合は、料金表の差し替えをもって同意とさせて
　いただきます。

備　考

昼食（おやつ、お茶代含む）

行事等での外食等
特別な食事、日用品等
その他、希望によるサービス

項　目 料　金

73０円

実費

事業所評価加算

50／月
（単位）

150／月
（単位）

Ⅱ：　5／回

（単位）

評価対象期間において、介護予防通所介護を利用した実人数の
うち、60％以上に選択サービスを実施したさいにいただく費用
です。

食費

④給付外料金

若年性認知症利用者
受入加算

口腔・栄養スクリー
ニング加算(Ⅰ)/(Ⅱ)

口腔機能向上加算
(Ⅰ)

科学的介護推進
体制加算

（予防給付・介護給
付）

（予防給付・介護給
付）

栄養改善加算

送迎を実施しない場合は、減算されます。
（片道）

－４７／回
（単位）

送迎を行わない場合

240／日（単位）

（予防給付）

６０／日（単位）

120／月
（単位）

（予防給付・介護給
付）

（介護給付）

Ⅰ：20／回

初老期に認知症と診断されたご利用者を受入れした際に頂く費
用です。

多職種共同して栄養アセスメントを実施し、利用者等に説明と
必要時に相談に応じ、厚労省に報告した際にいただく費用で
す。

４0／月
（単位）

200／月
（単位）

低栄養状態にある者又はそのおそれのある利用者に対し、栄養ケ
ア計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な
評価と計画を行い、必要に応じて訪問した際にいただく費用で
す。
　※月に2回まで。（介護給付）

（予防給付・介護給
付）

口腔機能向上加算(Ⅰ)の取組に加え、その計画等の情報を厚生労
働省に提出し、サービスの実施に当たって必要な情報を活用し
ていることでいただく費用です。
　※月に2回まで。原則３ヶ月間。（介護給付）

（予防給付・介護給
付）

栄養アセスメント加
算

（予防給付・介護給
付）

○
利用者の心身状況等の情報を厚労省に提出し、PDCAサイクル
に取り組み、科学的介護の観点からケアの質の向上を評価した
際にいただく費用です。

口腔の健康と栄養状態を確認し、定期的に介護支援専門員に報
告をする際にいただく費用です。
　※口腔機能向上加算又は栄養改善加算と併算定する場合は、
　　(Ⅱ)を算定します。6ヶ月に1回まで。

（予防給付・介護給
付）

（介護給付・予防給
付）

（予防給付）

（通所介護・介護予防通所介護相当サービス　共通）

160／月
（単位）

口腔機能向上加算
(Ⅱ)

口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者に対し、口
腔機能改善のための計画を作成し、これに基づく適切なサービ
スの実施、定期的な評価と計画を行った際にいただく費用で
す。
　※月に2回まで。原則３ヶ月間。（介護給付）



㊞

ご利用者の家族等 ㊞

円 円 円 円

/回 /月 /回 /月

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

★自己負担参考資料★

７回まで

107

1404

要介護５

科学的介護推進体制加算 40

118

＋

730      730      730      730      食費

自己負担（１割）

730      

＜通所介護＞ （１回あたりの料金になります　）

22

1,149   1,286   1,424   

科学的介護推進体制加算：41円／月　　　個別機能訓練加算Ⅱ：21円／月

1,879   1,743   1,611   合　計 2,016   2,154   

40

76

40

76

40

76

22 22

73

1,013   

40

76

1268

881      

1,023

40

76

入浴加算

個別機能訓練加算Ⅰロ

単位数合計 869 999 1133

介護職員等
処遇改善加算

サービス提供体制
強化加算（Ⅰ）

84 95

22 22

＊負担割合証に記載されている負担割合によって、自己負担額が異なります。

1,148

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４

基本サービス費 658 777 900

＊新潟市の地域区分が７級地のため、介護報酬単価は１単位＝10.14円にて算出しています。

＊料金の計算過程における端数処理により、実際の請求金額と若干異なる場合がございます。

734      

61

基本サービス費

4,249   

40

氏名

氏名

353

436 1798 447

自己負担（１割） 625      2,133   

88

３回まで ４回以上

単位数合計 616 2103

サービス提供体制
強化加算（Ⅰ）

※私は本書面に基づいて、事業者から料金について説明を受け同意しました。

176

＋

月内の
食べた昼食数

52

事業対象者・要支援1

８回以上

介護職員等
処遇改善加算

177

ご利用者

3621

要支援2

＜介護予防通所介護相当サービス＞

724 4190



＊負担割合証に記載されている負担割合によって、自己負担額が異なります。

＊新潟市の地域区分が７級地のため、介護報酬単価は１単位＝10.14円にて算出しています。

＊料金の計算過程における端数処理により、実際の請求金額と若干異なる場合がございます。


